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虐待を受けた（受けたと思われる）
利用者・家族または第三者などからの通報

・来訪による通報

・電話による通報

・投書による通報

・メールによる通報

・行政からの通報確認

　　　　　　　　

虐待防止対応フローチャート

虐待を受けた（受けた

と思われる）利用者を

発見した施設職員から

の通報

虐待防止委員会設置（初動対応会議）※3

〇虐待の最終有無の判断・対応方針の決定

法人本部（虐待防止担当者）※２・※３

「虐待通報受付・経過記録書」を記載、通報者へ内容確認

・虐待の事実確認のため情報収集、事業所の状況把握、原因の分析及

び再発防止計画検討

◆不正等も含め、真実の内容か信憑性の判断

◆虚偽あるいは過失による内容を含んでいるか

◆客観的事実の確認

事実確認

報告

虐待防止対策対応責任者

本人やご家族、職員への調査から虐待が

疑われた判断で行政へ報告

管理者（主任等）※１

事実確認

報告報告

報告 報告

通報

報告

通報

報告

〇虐待あり 〇虐待のおそれ

にとどまる

・法人内で虐待防止の啓発及び研修実施

・再アセス・ケース検討会議（支援方針再検討）

・継続的な情報収集・経過観察

法人内取り組み

虐待防止委員会設置（継続会議）

〇行政からの継続的な経過の聴き取り

虐待防止委員会設置（再発防止会議）

事後フォロー（再発防止）※

・法人内のフォローアップ（研修開催など）

・計画的な虐待者のフォローアップ


